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議案第１号                            木ス第７９７号－２ 

 

 

木更津市スポーツ推進審議会 様 

 

 

 

 

令和７年度体育振興団体に対する教育振興事業補助金について（諮問） 

 

スポーツ基本法第３５条の規定により、令和７年度に木更津市スポーツ協会が実施する事業に

対して木更津市教育振興事業補助金を交付することについて諮問します。 

 

令和６年１２月２４日 

 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

令和７年度木更津市教育振興事業補助金（体育振興事業） 

事業の種目 団体名 
令和７年度 

予算要求額 
主な事業 

参考 

今年度予算額 比較増減 

木更津市スポ

ーツ協会が実

施する事業 

木更津市スポ

ーツ協会 
3，300千円 

スポーツ振興

事業 
3，000千円 300千円 

 

○令和７年度木更津市教育振興事業補助金交付に係る補助対象事業等について 

 

事業の種目 経 費 備 考 

体育振興事業 

「木更津市スポーツ

協会が実施する事

業」 

スポーツの振興及び体力の向上を図る

ために要する経費として 

（説明） 

・ 市民の体力向上とスポーツ志向を高

め、健康づくりとアマチュアスポー

ツ精神の高揚及び余暇の善用を図

り、加盟団体による各種大会の開催、

スポーツの普及活動及び指導者の育

成のための事業 

（市補助金充当額 2,200,000円） 

 

・ スポーツ功労者の表彰事業 

（市補助金充当額 100,000円） 

 

・ 県民スポーツ大会選手派遣事業 

（市補助金充当額 700,000円） 

 

（増額理由） 

木更津市スポーツ協会では、県民スポ

ーツ大会へ参加する各競技団体の旅費

の支給について、現在は予算が不足して

いるため、実費の 7割支給としているが、

令和 7年度より実費相当の支給としたい

とのことで、市補助金の増額要望があっ

た。 

そのため、実費支給に必要な 30 万円

について、増額して予算要求するもの。 

※ 参考 

年度 

木更津市スポーツ

（体育）協会への補

助金交付額 

Ｓ．46 780，000 円 

 ~  ~  

Ｈ．13 4，050，000 円 

14 3，645，000 円 

15 3，645，000 円 

16 2，961，000 円 

17 2，813，000 円 

18 2，672，000 円 

 ~  ~  

Ｒ．元 2，672，000 円 

Ｒ．２ 2，061，000 円 

Ｒ．３ 2，082，000 円 

Ｒ．４ 2，672，000 円 

Ｒ．５ 3，000，000 円 

 

令和 6年 4月 1日現在 

・ 加盟団体 25団体 

・ 加盟者数 24，986人 
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○木更津市スポーツ協会 

R6旅費予算（7割支給）  800,000円 

実費支給した場合     1,100,000円 

差 額            300,000円 

 

 

○スポーツ基本法 

（審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体（社

会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）であるスポ

ーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第

九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体に

おけるスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金の交付につい

ては、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。こ

の意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。 

 

○木更津市教育振興事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、学校教育、社会教育及び体育等の振興を図るため、予算の範囲内において、木更

津市補助金等交付規則（昭和 45年木更津市規則第 21号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基

づき、補助金を交付する。 

（事業の種目、経費及び補助額） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の種目、経費及び補助額は、別表のと

おりとする。 

（補助事業者等） 

第３条 補助事業を行う団体又は個人（以下「補助事業者等」という。）は、次に掲げるものとする。 

(１) 木更津市内に事業所又は事務局を有し、計画的に学校教育、社会教育又は体育振興に関する

事業を行つているもの 

(２) 木更津市内に在住、在勤又は在学する者で構成されているもの 

別表（第２条）※抜粋 

事業の種目 経費 補助額 

体育振興事

業 

木更津市スポーツ協会が実

施する事業 

スポーツの振興及び体力の向上を図るために

要する経費 

予算の範

囲内の定

額 
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木更津市スポーツ協会補助金算出表（令和６年度）

№ 加盟団体名 均等割② 合　　計 令和6年度

      登録人 金　額　① ①＋②＝③ 選手強化費

1 陸上競技協会 240 40,000 36,000 76,000 18,000

2 卓球連盟 1,180 85,000 36,000 121,000 18,000

3 バレーボール連盟 660 60,000 36,000 96,000 18,000

4 弓道会 59 30,000 36,000 66,000 18,000

5 小中学校体育連盟 15,887 10,000 ※均等割なし 10,000 18,000

6 ソフトテニス連盟 107 35,000 36,000 71,000 18,000

7 テニス協会 530 55,000 36,000 91,000 18,000

8 野球連盟 1,551 100,000 36,000 136,000 18,000

9 相撲連盟 38 25,000 36,000 61,000 18,000

10 バスケットボール協会 1,405 100,000 36,000 136,000 18,000

11 木更津市剣道連盟 94 30,000 36,000 66,000 18,000

12 バドミントン協会 235 40,000 36,000 76,000 18,000

13 柔道会 283 40,000 36,000 76,000 18,000

14 ヨット協会 28 25,000 36,000 61,000 18,000

15 クレー射撃協会 6 20,000 36,000 56,000 18,000

16 銃剣道連盟 11 20,000 36,000 56,000 18,000

17 サッカー協会 1,470 100,000 36,000 136,000 18,000

18 水泳協会 212 40,000 36,000 76,000 18,000

19 なぎなた連盟 18 20,000 36,000 56,000 18,000

20 空手道連盟 317 45,000 36,000 81,000 18,000

21 ソフトボール協会 338 45,000 36,000 81,000 18,000

22 ゴルフ協会 15 20,000 36,000 56,000 18,000

23 早起き野球協会 153 35,000 36,000 71,000 18,000

24 ボウリング協会 35 25,000 36,000 61,000 18,000

25 少林寺拳法連盟 114 35,000 36,000 71,000 18,000

24,986 1,080,000 864,000 1,944,000 450,000

◎協会補助金　　・均等割　３６，０００円

参考資料

登　録　人　員　割※１
適　　　　　　　用

　８０１～９００人　　70，000円

・登録人員割※１

                                　　　　   ～２５人　　　　　20，000円

２６～５０人　　　25，000円

５１～１００人　　　30，000円

１０１～２００人　　　35，000円

２０１～３００人　　　40，000円

３０１～４００人　　　45，000円

４０１～５００人　　　50，000円

５０１～６００人　　55，000円

　６０１～７００人　　60，000円

　７０１～８００人　　65，000円

合　　　　　計

　９０１～１０００人　　75，000円

　１００１～１１００人　　80，000円

　１１０１～１２００人　　85，000円

　１２０１～１３００人　　90，000円

　１３０１～１４００人　　95，000円

　１４０１人～　　　　　　100，000円
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報告第１号 令和６年度社会体育関係事業について 

令和６年度 社会体育関係事業 

期  日 行  事 内    容 場  所 

4月 14日（日）  第 53 回春の市民歩

け歩け大会 

健康体力づくりを目的に、約 6.5kmの

コースを歩いた。ポールウォーキン

グ･モルックの体験会を実施した。 

 

参加者 46人 

（男子 17人 女子 29人） 

清川中～小櫃 

堰公園～清川

中 

5月 18日（土） 

 

第 32 回木更津市ス

ポーツ・レクリエー

ション大会 

グラウンド・ゴルフ大会を開催し、上

位入賞者を表彰した。 

 

参加者 136人 

(男子 86人 女子 50人) 

O-ENCE SPORTS 

FIELD サッカ

ー場（江川総

合運動場） 

6月 2日（日） 第 32 回木更津市ス

ポーツ・レクリエー

ション大会 

ボッチャ・モルック大会を開催し、上

位入賞チームを表彰した。 

 

参加者 86人 

・ボッチャの部  8 ﾁｰﾑ 34人 

・モルックの部  12 ﾁｰﾑ 52人 

市民体育館 

貝渕庭球場 

6月 30日（日） 2024 木更津トライ

アスロン大会 

出走者数 

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ  835人 

・ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾃﾞｨｽﾀﾝｽ    218人 

・ﾘﾚｰ   33組(97人） 

陸上自衛隊木

更津駐屯地 

 

7月 7日（日） 君津地区スポーツ・

レクリエーション

祭(富津公園歩け歩

け大会) 

君津地区スポーツ・レクリエーション

祭の一環として富津公園周辺コース

を歩いた。 

 

参加者 300人うち木更津市民 95人 

富津公園周辺 

10月 26日（土） 

 

君津地区スポーツ・

レクリエーション

祭 

君津地区スポーツ・レクリエーション

祭の一環として、ボッチャ、モルッ

ク、グラウンド・ゴルフ大会を実施し

た。 

 

木更津市参加者 

・ﾎﾞｯﾁｬ  19人 

・ﾓﾙｯｸ   19人 

・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ 20人 

 

 

袖ケ浦市（幹

事市） 
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期  日 行  事 内    容 場  所 

11月 10日（日） ちばアクアライン 

マラソン 2024 

出走者数 

・ﾏﾗｿﾝ    10,635人 

・ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ  6,764人 

・車いすﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ   3人 

木更津市 

袖ケ浦市 

12月 7日（土） 

12月 8日（日） 

チャレスポ 

in KISARAZU 

「初挑戦」をテーマに、小学生やその

保護者を中心とした各種スポーツ体

験イベントを開催した。 

 

 7日 教室 161人 体験ﾌﾞｰｽ 330人 

 8日  教室 208人 体験ﾌﾞｰｽ 353人 

 

O-ENCE SPORTS 

FIELD（江川総

合運動場） 

市民体育館 

市民会館 

中ホール 

令和 7年 

1月 18日（土） 

第 46回木更津市民 

新春マラソン大会 

健康体力づくりを目的に、マラソン大

会を年齢・コース別に開催する。 

（申込者数） 

男子 511人 女子 187人 

計 698人参加予定 

O-ENCE SPORTS 

FIELD（江川総

合運動場） 

周辺道路 
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報告第２号 令和７年度社会体育関係事業計画（案）について 

 

令和７年度 社会体育関係事業計画（案） 

 

１ 社会体育関係事業 

（１）スポーツによる地域活性化推進事業 

     日常的にスポーツを行っていない小学生やその保護者を中心とした各種スポー

ツ体験イベント（チャレスポ in KISARAZU）開催する。 

 

 （２）学校体育施設開放事業  

   学校体育施設（体育館、運動場等）を市民のスポーツの場として開放し、生涯ス

ポーツの振興を図る。 

    ・開放予定校２９校（小学校１７校、中学校１２校） 

 

（３）スポーツ推進委員会事業 

    市民の体力向上や健康体力づくり及びスポーツの推進を目的として各種事業を 

行い、市民の運動に対する意欲の向上、地域でのスポーツによる交流など、生涯 

スポーツの普及振興に努める。 

    ○各種行事等 

・市民歩け歩け大会 

     ・市スポーツ・レクリエーション大会 

     ・市民新春マラソン大会 

 

 

 （４）教育振興事業（市補助金） 

     市のスポーツ振興のため、木更津市スポーツ協会に補助金を交付し、広く活動を 

    展開させる。 

    ・木更津市スポーツ協会補助金  

      加盟団体２５団体 

     

 

 （５）木更津市スポーツ表彰 

     スポーツに関し優秀な成績を収めた者又は団体に対し市長が表彰を行い、スポ

ーツの普及振興及び競技力の向上を図る。 
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 （６）全国大会等出場奨励金事業 

スポーツ全国大会等に出場する団体及び個人に対し、奨励金を交付する。 

 

 （７）２０２５木更津トライアスロン開催 

     開催日 令和７年６月２９日（日） 

 

 

 

 

２ 体育施設関係事業 

 （１）施設維持・管理運営 

施設の効果的な維持管理を行い、安全かつ良好な施設を提供する。 

 

     ・木更津市営体育施設指定管理料 

指定管理者に市営体育施設の管理・運営を行わせる。 

対象施設：市民体育館・貝渕庭球場・市営野球場・弓道場・江川総合運動場 

      

   ※桜井運動場は直営 

  業務委託・・・除草業務、トイレ清掃業務 
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報告第３号 市営弓道場の移転整備について 

【事業概要】 

 現在の弓道場は、昭和５２年に建設され、以来、長きにわたり利用されている施設であり、

木更津市公共施設再配置計画においては、長期（２０３７～２０４６年）で建替えとなって

いましたが、木更津飛行場周辺まちづくり基本構想及び基本計画により、令和８年度に取り

壊される予定となっています。 

 当施設は、日々の練習や指導者講習等で利用され、競技団体が県民スポーツ大会に出場す

るなど活躍しています。 

 また、弓道教室が開催され、弓道の普及活動も行われているところです。 

日本の伝統武道である弓道は、子どもから高齢者まで続けられる生涯スポーツのひとつ

で、性別・年齢を問わず幅広い世代が楽しむことができるスポーツです。 

本市においても、弓道の振興及び次世代への競技継承のため必要な施設であり、継続して

市民が利用できるように整備を進めています。 

 

 

【移転整備先】 

木更津市健康増進センターいきいき館南側 

（所在地：木更津市潮浜３丁目１番） 

 

 

 

 

 

イオンモール 

木更津 

クリーンセンター 

いきいき館 
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報告第３号 市営弓道場の移転整備について 

【施設規模・設備】 

○近的競技場 

 ・射場（５人立）、的場、審判席、控室、男女更衣室・多目的トイレ、事務室、道具室 

○遠的競技場 

○駐車場 

 

 

【事業スケジュール】 

令和６年度 地質調査、設計業務委託 

令和７年度 弓道場新築工事及び周辺整備 

令和８年度 供用開始、既存施設解体 
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